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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局が、移動局に対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ」によって、該無線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す
移動局支援情報の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、
　前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報
の送信の可否を決定する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記移動局のアタッチ処理が行われる際に、前記無線基地局は、前記移動局に対して、
前記情報要素を送信することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　移動局と無線基地局との間のコネクションの確立処理が行われる際に、該無線基地局は
、該移動局に対して、前記情報要素を送信することを特徴とする請求項１に記載の移動通
信方法。
【請求項４】
　前記移動局のハンドオーバ処理において、前記無線基地局は、該移動局に対して、前記
情報要素を送信することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　移動局が、無線基地局に対して、該無線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更
を促す移動局支援情報を送信することができるか否かについて示す移動局能力情報を送信
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する工程と、
　前記無線基地局が、前記移動局能力情報に基づいて、前記移動局に対して、該移動局支
援情報の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、
　前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報
の送信の可否を決定する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項６】
　移動局であって、
　無線基地局から、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
」を介して、該無線基地局で用いる前記移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情
報の送信の可否を示す情報要素を受信するように構成されている受信部と、
　前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報の送信の可否を
決定するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項７】
　移動局であって、
　無線基地局に対して、該無線基地局で用いる前記移動局用のパラメータの変更を促す移
動局支援情報を送信することができるか否かについて示す移動局能力情報を送信するよう
に構成されている送信部と、
　前記無線基地局から、前記移動局支援情報の送信の可否を示す情報要素を受信するよう
に構成されている受信部とを具備しており、
　前記受信部は、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報
の送信の可否を決定するように構成されていることを特徴とする移動局。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の仕様を策定する会合において、移動局ＵＥが「ＵＥ　
ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するための設定方法が合意され
た（非特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」は、無線基地局ｅ
ＮＢで用いる移動局ＵＥ用のパラメータの変更を促す移動局支援情報である。
【０００４】
　具体的には、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢからの設定指示信号（Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）を受けた場合に、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃ
ｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するように構成されている。
【０００５】
　なお、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢからの設定指示信号を受けない限り、無線基地
局ｅＮＢに対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信し
ないように構成されている。
【０００６】
　現在、かかる「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」としては、「
ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ」の２種類が規定されている。
【０００７】
　「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」は、移動局ＵＥが、「Ｐｏｗｅｒ　Ｓａ
ｖｉｎｇ（バッテリ使用可能時間）」及び「Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ（サービス確立まで
の遅延時間）」のどちらを優先させたいかについて示すものである。
【０００８】
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　また、「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」は、移動局ＵＥがＲＲＣ
_ＩＤＬＥ状態である場合のモビリティに関する情報を示すものである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書　Ｒ２-１２３１６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、現在合意されているＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の仕様では、移動局
ＵＥが「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するための設定
を行う契機及び具体的なシーケンスについて規定されていないという問題点があった。
【００１１】
　また、現在合意されているＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の仕様では、移動局ＵＥが「
ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信する能力を具備している
か及び無線基地局ｅＮＢが「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を
受け付ける能力を具備しているかについて考慮されていないという問題点があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、適切に「ＵＥ　ａｓｓｉ
ｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定を行うことができる移動通信方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局のアタッチ処理が行われる際に
、無線基地局或いは移動管理ノードが、該移動局に対して、該無線基地局で用いる該移動
局用のパラメータの変更を促す移動局支援情報の送信の可否を示す情報要素を送信する工
程と、前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記移動局支援
情報の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局と無線基地局との間のコネクシ
ョンの確立処理が行われる際に、該無線基地局が、該移動局に対して、該無線基地局で用
いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情報の送信の可否を示す情報要素を
送信する工程と、前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記
移動局支援情報の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、移動局と無線基地局との間のコネクシ
ョンの解放処理が行われる際に、該無線基地局が、該移動局に対して、該無線基地局で用
いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情報の送信の可否を示す情報要素を
送信する工程と、前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に対する前記
移動局支援情報の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、移動局のハンドオーバ処理が行われる
際に、ハンドオーバ先無線基地局が、ハンドオーバ元無線基地局に対して、該ハンドオー
バ先無線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情報の送信の可
否を示す情報要素を送信する工程と、該ハンドオーバ元無線基地局が、該移動局に対して
、該ハンドオーバ先無線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援
情報の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、前記移動局が、前記情報要素に基づ
いて、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報の送信の可否を決定する工程とを有す
ることを要旨とする。
【００１７】
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　本発明の第５の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、報知情報を用いて、移
動局に対して、該無線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情
報の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、前記移動局が、前記情報要素に基づい
て、前記無線基地局に対する前記移動局支援情報の送信の可否を決定する工程とを有する
ことを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第６の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、無線基地局に対して、該無
線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す移動局支援情報を送信することが
できるか否かについて示す移動局能力情報を送信する工程と、前記無線基地局が、前記移
動局支援情報を受け付けることができるか否かについて示す無線基地局能力情報と前記移
動局能力情報とに基づいて、前記移動局に対して、該移動局支援情報の送信の可否を示す
情報要素を送信する工程と、前記移動局が、前記情報要素に基づいて、前記無線基地局に
対する前記移動局支援情報の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第７の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、移動局に対して、該無
線基地局で用いる該移動局用のパラメータの変更を促す前記移動局支援情報を受け付ける
ことができるか否かについて示す無線基地局能力情報を送信する工程と、前記移動局が、
前記移動局支援情報を送信することができるか否かについて示す移動局能力情報と前記無
線基地局能力情報とに基づいて、前記無線基地局に対する該移動局支援情報の送信の可否
を決定する工程とを有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、適切に「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定を行うことができる移動通信方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動管理ノードの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図１０】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１１】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図９を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２３】
　本実施形態では、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムを例に挙げて説明
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するが、本発明は、かかる移動通信システムに限定されず、他の方式の移動通信システム
にも適用可能である。
【００２４】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、移動管理ノードＭＭＥ（Ｍ
ｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と、サービングゲートウェイ装
置Ｓ-ＧＷと、無線基地局ｅＮＢと、移動局ＵＥとを具備している。
【００２５】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、送信部１１と、受信部１２と、決定部１３と
を具備している。
【００２６】
　送信部１１は、移動局ＵＥ及び移動管理ノードＭＭＥに対して各種信号を送信するよう
に構成されており、受信部１２は、移動局ＵＥ及び移動管理ノードＭＭＥから各種信号を
受信するように構成されている。
【００２７】
　例えば、送信部１１は、移動局ＵＥのアタッチ処理が行われる際に、移動局ＵＥに対し
て、無線基地局ｅＮＢで用いる移動局ＵＥ用のパラメータの変更を促す「ＵＥ　ａｓｓｉ
ｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信するように
構成されていてもよい。
【００２８】
　なお、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　
ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」のそれぞれについての送信の可否を示すよ
うに構成されていてもよいし、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ
　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を区別することなく送信の可否を示すよ
うに構成されていていてもよい。
【００２９】
　前者の場合、かかる情報要素は、２ビットによって構成されることができ、後者の場合
、かかる情報要素は、１ビットによって構成されることができる。
【００３０】
　また、送信部１１は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションの確立処理が行われる際に、移動局ＵＥ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示
す情報要素を送信するように構成されていてもよい。
【００３１】
　また、送信部１１は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣコネクションの解
放処理が行われる際に、移動局ＵＥに対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信するように構成されていてもよい。
【００３２】
　また、送信部１１は、移動局ＵＥのハンドオーバ処理が行われる際に、移動局ＵＥに対
して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情
報要素を送信するように構成されていてもよい。
【００３３】
　さらに、送信部１１は、ＳＩＢ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃ
ｋ　Ｔｙｐｅ-１）を用いて、移動局ＵＥに対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信するように構成されていても
よい。
【００３４】
　また、受信部１２は、移動局ＵＥから、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ」を受信するように構成されている。
【００３５】
　決定部１３は、各移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａ
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ｔｉｏｎ」の送信の可否を決定するように構成されている。
【００３６】
　図３に示すように、移動管理ノードＭＭＥは、送信部２１と、受信部２２と、決定部２
３とを具備している。
【００３７】
　送信部２１は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢに対して各種信号を送信するように構
成されており、受信部２２は、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢから各種信号を受信する
ように構成されている。
【００３８】
　例えば、送信部２１は、移動局ＵＥのアタッチ処理が行われる際に、移動局ＵＥに対し
て、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報
要素を送信するように構成されていてもよい。
【００３９】
　決定部２３は、各移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ」の送信の可否を決定するように構成されている。
【００４０】
　図４に示すように、移動局ＵＥは、受信部３１と、送信部３２とを具備している。
【００４１】
　受信部３１は、移動管理ノードＭＭＥ及び無線基地局ｅＮＢから各種信号を受信するよ
うに構成されており、送信部３２は、移動管理ノードＭＭＥ及び無線基地局ｅＮＢに対し
て各種信号を送信するように構成されている。
【００４２】
　例えば、受信部３１は、移動局ＵＥのアタッチ処理が行われる際に、移動管理ノードＭ
ＭＥ又は無線基地局ｅＮＢから、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ」の送信の可否を示す情報要素を受信するように構成されている。
【００４３】
　また、受信部３１は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣコネクションの確
立処理が行われる際に、無線基地局ｅＮＢから、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を受信するように構成されていてもよい
。
【００４４】
　また、受信部３１は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣコネクションの解
放処理が行われる際に、無線基地局ｅＮＢから、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を受信するように構成されていてもよい
。
【００４５】
　また、受信部３１は、移動局ＵＥのハンドオーバ処理が行われる際に、無線基地局ｅＮ
Ｂから、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す
情報要素を受信するように構成されていてもよい。
【００４６】
　さらに、受信部３１は、ＳＩＢ１を介して、無線基地局ｅＮＢから、「ＵＥ　ａｓｓｉ
ｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を受信するように
構成されていてもよい。
【００４７】
　送信部３２は、受信部３１によって受信された情報要素に基づいて、無線基地局ｅＮＢ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決
定するように構成されている。
【００４８】
　以下、図５乃至図９を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説
明する。
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【００４９】
　第１に、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおけるアタッチ処理（
或いは、位置登録処理/ＴＡＵ処理）について説明する。
【００５０】
　図５に示すように、ステップＳ１００１において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに
対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５１】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ」を送信する。
【００５２】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ」
を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００５３】
　なお、図５の例では、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
」についての送信を禁止し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」につい
ての送信を許可することを示している。
【００５４】
　ステップＳ１００３において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００５５】
　ステップＳ１００４において、移動局ＵＥと移動管理ノードＭＭＥとの間で、「ＮＡＳ
　ａｔｔａｃｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ」の送受信や「Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」や「Ｓ
ｅｃｕｒｉｔｙ　ｓｅｔｕｐ」が行われる。
【００５６】
　ステップＳ１００５において、無線基地局ｅＮＢと移動管理ノードＭＭＥとの間で、「
Ｉｎｔｉｔｉａｌ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｓｅｔｕｐ」が行われる。
【００５７】
　ステップＳ１００６において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００５８】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎ
ｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００５９】
　ステップＳ１００７において、移動管理ノードＭＭＥが、移動局ＵＥに対して、「ＮＡ
Ｓ　ａｔｔａｃｈ　ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００６０】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＮＡＳ　ａｔｔａｃｈ　ａｃｃｅｐｔ」を用い
て、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００６１】
　ステップＳ１００８において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信す
る。
【００６２】
　ステップＳ１００９において、移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定が適用される。
【００６３】
　第２に、図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける移動局ＵＥと無
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線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣコネクションの確立処理（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ送信処理）について説明する。
【００６４】
　図６に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに
対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００６５】
　ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ」を送信する。
【００６６】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ」
を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００６７】
　なお、図６の例では、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
」についての送信を禁止し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」につい
ての送信を許可することを示している。
【００６８】
　ステップＳ２００３において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｓｅｔｕｐ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００６９】
　ステップＳ２００４において、無線基地局ｅＮＢと移動管理ノードＭＭＥとの間で、「
ＮＡＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の送受信や「Ｉｎｔｉｔｉａｌ　ｃｏｎｔｅ
ｘｔ　ｓｅｔｕｐ」が行われる。
【００７０】
　ステップＳ２００５において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７１】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎ
ｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００７２】
　ステップＳ２００６において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　
ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信す
る。
【００７３】
　ステップＳ２００７において、移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定が適用される。
【００７４】
　第３に、図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける移動局ＵＥのハ
ンドオーバ処理について説明する。
【００７５】
　ステップＳ３００１において、無線基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ（ハンドオーバ基無線
基地局）と無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ（ハンドオーバ先無線基地局）との間で、「
Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の送受信が行われる。
【００７６】
　ここで、無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢは、かかる「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」を用いて、無線基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢに対して、無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　
ｅＮＢに対する上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信
の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００７７】
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　ステップＳ３００２において、無線基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢが、移動局ＵＥに対し
て、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７８】
　ここで、無線基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の無線基地局
Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００７９】
　なお、図７の例では、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
」についての送信を禁止し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」につい
ての送信を許可することを示している。
【００８０】
　ステップＳ３００３において、移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定が適用される。
【００８１】
　ステップＳ３００４において、移動局ＵＥと無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢとの間で
、同期処理が行われ、ステップＳ３００５において、移動局ＵＥが、無線基地局Ｔａｒｇ
ｅｔ　ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００８２】
　第４に、図８を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける移動局ＵＥと無
線基地局ｅＮＢとの間のＲＲＣコネクションの解放処理について説明する。
【００８３】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ４００１において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢと
の間のＲＲＣコネクションの解放処理を行うことを決定すると、ステップＳ４００２にお
いて、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｌｅａｓｅ」を送信
する。
【００８４】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｌｅａｓ
ｅ」を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を通知してもよい。
【００８５】
　なお、図８の例では、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
」についての送信を禁止し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」につい
ての送信を許可することを示している。
【００８６】
　ステップＳ４００３において、移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定が適用される。
【００８７】
　ステップＳ４００４において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間で、ＲＲＣコネク
ションの再設定処理が行われる。
【００８８】
　第５に、図９を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおけるＳＩＢ１の送信
処理について説明する。
【００８９】
　ステップＳ５００１/Ｓ５００３/Ｓ５００５において、無線基地局ｅＮＢは、所定周期
（ＳＩＢ１周期）で、ＳＩＢ１を繰り返し報知する。
【００９０】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかるＳＩＢ１を用いて、移動局ＵＥに対して、上述の
「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素
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を通知してもよい。
【００９１】
　なお、図９の例では、かかる情報要素は、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
」についての送信を禁止し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」につい
ての送信を許可することを示している。
【００９２】
　ステップＳ５００２/Ｓ５００４/Ｓ５００６の各々において、移動局ＵＥにおける「Ｕ
Ｅ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定が適用される。
【００９３】
　ステップＳ５００７において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間で、ＲＲＣコネク
ション設定処理が行われる。
【００９４】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、図５乃至図９に示すように、移動局ＵＥ
が「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するための設定を行
う契機及び具体的なシーケンスを規定することができる。
【００９５】
（変更例１）
　図１０を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の
実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００９６】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢの決定部１３が、各移動局
ＵＥから取得された「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」
とに基づいて、各移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ」の送信の可否を決定するように構成されている。
【００９７】
　ここで、「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」は、移動局ＵＥにおいて「ＵＥ　ａｓｓｉｓ
ｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信することができるか否かについて示す情報
であり、「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」は、無線基地局ｅＮＢにおいて「ＵＥ　ａｓｓ
ｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を受け付けることができるか否かについて示
す情報である。
【００９８】
　なお、かかる「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」及び「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」は
、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」のそれぞれについての送信の可否を示すように構成されていてもよい
し、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を区別することなく送信の可否を示すように構成されていていても
よい。
【００９９】
　前者の場合、かかる「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」及び「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ」は、２ビットによって構成されることができ、後者の場合、かかる「ＵＥ　ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ」及び「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」は、１ビットによって構成されるこ
とができる。
【０１００】
　以下、図１０を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する
。
【０１０１】
　図１０に示すように、ステップＳ６００１において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥ
に対して、「ＲＲＣ　ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｅｎｑｕｉｒｙ」を送信する。
【０１０２】
　移動局ＵＥは、ステップＳ６００２において、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
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ｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信することができるか否かについて確認し、ステップＳ６００３
において、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる確認結果を示す「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」を含む「ＲＲＣ　ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信
する。
【０１０３】
　ステップＳ６００４において、無線基地局ｅＮＢが、各移動局ＵＥから取得された「Ｕ
Ｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」とに基づいて、各移動局
ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を
決定する。
【０１０４】
　図１０の例では、「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」が、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するこ
とができると示しており、「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」が、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐ
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」を受け付けることができず、「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ」を受け付けることができると示している。
【０１０５】
　したがって、ステップＳ６００５において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して
、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」の送信禁止を示し「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信許可を示す情報要素を通知する。
【０１０６】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、上述の図５乃至図９に示すいずれかの方法を用いて、か
かる情報要素を通知することができる。
【０１０７】
　ステップＳ６００６において、移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定（「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ」のみ送信可能）が適用される。
【０１０８】
　本変更例１に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、「ＵＥ　ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ」と「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」とに基づいて、すなわち、各移動局の
能力及び無線基地局ｅＮＢの能力を考慮して、各移動局ＵＥにおける「ＵＥ　ａｓｓｉｓ
ｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定することができる。
【０１０９】
（変更例２）
　図１１を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて、上述の第１の
実施形態及び変更例１に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【０１１０】
　本変更例２に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥの送信部３２が、無線基地局ｅＮ
Ｂから取得された「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と
に基づいて、自身における「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の
送信の可否を決定するように構成されている。
【０１１１】
　以下、図１１を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作について説明する
。
【０１１２】
　図１１に示すように、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ７００１において、「ＵＥ　ａ
ｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を受け付けることができるか否かについ
て確認し、ステップＳ７００２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、か
かる確認結果を示す「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む情報要素を通知する。
【０１１３】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、上述の図５乃至図９に示すいずれかの方法を用いて、か
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かる情報要素を通知することができる。
【０１１４】
　ステップＳ７００３において、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢから取得された「ＮＷ
　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」とに基づいて、自身におけ
る「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定する。
【０１１５】
　図１１の例では、「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」が、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ」及び「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信するこ
とができると示しており、「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」が、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐ
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」を受け付けることができず、「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ」を受け付けることができると示している。
【０１１６】
　したがって、ステップＳ７００３において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して
、「ＵＥ　ｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」を送信せず、「ＵＥ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ
　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」のみ送信することを決定する。
【０１１７】
　本変更例２に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ」と「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」とに基づいて、すなわち、自身の能力及び無
線基地局ｅＮＢの能力を考慮して、自身における「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定することができる。
【０１１８】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０１１９】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥのアタッチ処理が行わ
れる際に、無線基地局ｅＮＢ或いは移動管理ノードＭＭＥが、移動局ＵＥに対して、無線
基地局ｅＮＢで用いる移動局ＵＥ用のパラメータの変更を促す「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎ
ｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（移動局支援情報）」の送信の可否を示す情報要素を送信
する工程と、移動局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線基地局ｅＮＢに対する「Ｕ
Ｅ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定する工程とを
有することを要旨とする。
【０１２０】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢと
の間のＲＲＣコネクションの確立処理が行われる際に、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示
す情報要素を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線基地局Ｕ
Ｅに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決
定する工程とを有することを要旨とする。
【０１２１】
　本実施形態の第３の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢと
の間のＲＲＣコネクションの解放処理が行われる際に、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示
す情報要素を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線基地局ｅ
ＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を
決定する工程とを有することを要旨とする。
【０１２２】
　本実施形態の第４の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥのハンドオーバ処理が
行われる際に、ハンドオーバ先無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢが、ハンドオーバ元無線
基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢに対して、ハンドオーバ先無線基地局Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ
で用いる移動局ＵＥ用のパラメータの変更を促す「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、ハンドオーバ元無線
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基地局Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、ハンドオーバ先無線基地局Ｔａｒ
ｇｅｔ　ｅＮＢで用いる移動局ＵＥ用のパラメータの変更を促す「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａ
ｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、移動
局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線基地局ｅＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔ
ａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨
とする。
【０１２３】
　本実施形態の第５の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが、ＳＩＢ１（
報知情報）を用いて、移動局ＵＥに対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報要素を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる情
報要素に基づいて、無線基地局ｅＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【０１２４】
　本実施形態の第６の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信することが
できるか否かについて示す「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（移動局能力情報）」を送信す
る工程と、無線基地局ｅＮＢが、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ」を受け付けることができるか否かについて示す「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（無線
基地局能力情報）」と「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」とに基づいて、移動局ＵＥに対し
て、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を示す情報
要素を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線基地局ｅＮＢに
対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定す
る工程とを有することを要旨とする。
【０１２５】
　本実施形態の第７の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥ
に対して、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を受け付けること
ができるか否かについて示す「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を送信する工程と、移動局
ＵＥが、「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を送信することがで
きるか否かについて示す「ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」と「ＮＷ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ」とに基づいて、無線基地局ｅＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ」の送信の可否を決定する工程とを有することを要旨とする。
【０１２６】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノードＭＭＥの動作は、ハード
ウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュ
ールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【０１２７】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１２８】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノードＭＭＥ内に設けられてい
てもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとし
て移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノードＭＭＥ内に設けられていてもよい。
【０１２９】
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　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１３０】
ｅＮＢ…無線基地局
ＭＭＥ…移動管理ノード
ＵＥ…移動局
１１、２１、３２…送信部
１２、２２、３１…受信部
１３、２３…決定部
【要約】　　　（修正有）
【課題】適切に「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の設定
を行う。
【解決手段】移動局ＵＥのアタッチ処理が行われる際に、無線基地局ｅＮＢ或いは移動管
理ノードＭＭＥが、移動局ＵＥに対して、無線基地局ｅＮＢで用いる移動局ＵＥ用のパラ
メータの変更を促す「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信の
可否を示す情報要素を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる情報要素に基づいて、無線
基地局ｅＮＢに対する「ＵＥ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」の送信
の可否を決定する工程とを有する。
【選択図】図５

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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